
 

※国や愛知県の予算状況、制度改正などのため、実際に申請する時点で条件や支給額が変更となる可能性があります。ご了承ください。 

 

● 奨学給付金を申請することができる方 
令和７年７月１日時点で、生徒が国公立の高等学校等に在学し、生徒・保護者が次の条件の全てに当てはまる方が対象となりま

す。 
※ 保護者とは、令和７年７月１日時点で生徒の親権者である方、親権者がいない場合は生徒の未成年後見人又は生徒の生計を主に維持して

いる方のことをいいます。両親とも親権者である場合は、父母の両方が保護者となります。 
 

生徒の条件 保護者の条件 

① 平成２６年度以降に、高等学校等の１年生に入学した方 

② 令和７年７月時点で高等学校等就学支援金（国の授業

料補助）を受給する資格を有している方 
※奨学給付金を受給するには、就学支援金を受給する資格を有していること

が必要です。 

就学支援金を受給する資格を有していない方は、他の条件を満たしてい

ても奨学給付金は支給されません。 

① 令和７年７月１日時点で 

生活保護（生業扶助）受給世帯 、 

保護者等全員の県民税所得割額及び市町村民税

所得割が非課税（０円）世帯 、 

世帯年収が３８０万円未満世帯 または、 

世帯年収が６００万円未満かつ多子世帯である方 

② ７月１日時点の住民票が愛知県内にある方 
※保護者等の住民票が愛知県外にある場合は、住民票のある都道府

県の奨学給付金を申請することができます。 

 
☆ 就学支援金、奨学給付金、愛知県高等学校等奨学金（県の奨学金）の違い 

・就学支援金…授業料を支払う代わりに学校に納められる補助金です。生徒が申請し、返済は不要です。 

・奨学給付金…授業料以外の教育費のために現金が給付されます。保護者が申請し、返済は不要です。 

・県の奨学金…授業料以外の教育費のために現金が貸与されます。生徒が申請し、返済が必要です。 

奨学給付金は、就学支援金や県の奨学金と一緒に利用することができ、就学支援金や県の奨学金の額が減額されることもありません。 
※県以外が実施する奨学金の中には、奨学給付金と一緒に利用することができないものがあります。下の「ご注意」③をご覧ください。 

 

● 年間支給額 
対象となる生徒一人について、生徒が在学する学校の課程・世帯の状況により、下表の全額を支給します。 

課程 

世帯の状況 

生活保護世帯 
（生業扶助を受給している世帯） 

非課税世帯（世帯年収（目安）～２７０万円） 
（生業扶助を受給する生活保護世帯を除く） 世帯年収（目安） 

２７０～３８０万円 

世帯年収（目安） 

３８０～６００万円 
（多子世帯のみ） 生徒が第一子の場合 生徒が第二子以降の場合 

全日制

定時制 
３２，３００円 １３１，５００円 １４３，７００円 

  

通信制 ３２，３００円 ５０，５００円 
  

専攻科 ５０，５００円 １０,１００円 

 

● 申請時期・申請方法 
各学校が指定する時期に、申請をしてください。  

 

● ご注意 
 ① 実際に奨学給付金の給付を受けられるかどうかは、申請年度の条件により審査した上で決定されます。 

 ② 生徒や保護者が特定の条件に当てはまる場合は、給付を受けることができません。 
〔給付を受けられない場合の例〕 

・海外に在住していたため、所得証明書類を発行されない保護者がいる場合 

・申請時に生徒が休学している場合 

・７月１日時点で生徒がどこの学校にも在学していない場合 

③ 愛知県以外（市町村・民間団体など）が実施する奨学金の中には、奨学給付金と一緒に利用することができないものがありま

す。これらの奨学金を申し込まれた方、これから申し込む予定のある方は、奨学給付金を申請する前に必ず各団体へ確認をし

てください。 

 各学校又は愛知県教育委員会高等学校教育課  052(954)6785 
*私立学校に在学する生徒に関する申請については、各私立学校、または愛知県県民文化局学事振興課私学振興室 

（０５２（９５４）７４７７）へお問合せください 

新入生の保護者様へ 

高等学校等奨学給付金は、高等学校等の授業料以外の経済的な負担を軽減するために、 
県が生活保護世帯・非課税世帯等を対象に返済不要な給付金を支給する制度です。 

公立高等学校等奨学給付金について 

県内国公立 

お問い合わせ 


